
京都市上下水道局告示第３０号 

京都市指定下水道工事業者から京都市指定下水道工事業者規程第９条第２項第３号

の規定に基づき営業所の変更届出がありましたので，同規程第３１条第１項第４号の

規定に基づき告示します。 

平成２２年１２月２４日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 西村 京三 

１ 届出業者名等 

京都市伏見区醍醐構口町２３番地 マンションＦＤＫ１０２号室 

 オフィス キムラ 

 木村 加代子 

２ 変更事項（営業所の変更） 

京都市伏見区醍醐構口町２５番地８から京都市伏見区醍醐構口町２３番地 マン

ションＦＤＫ１０２号室 

（上下水道局下水道部管理課） 

 

 


